
軍
紀
・
風
紀
に
関
す
る
資
料
　
解
　
説

纐
纈
　
厚

　
明
治
期
軍
隊
の
軍
紀
・
風
紀

　
す
で
に

多
く
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
日
本
の
戦
前
の
軍
隊
ほ
ど
軍
紀
・
風
紀
が
重
大
な
関
心
事
と
な
り
、
そ
れ
に
関
す
る
種
々

の

施
策
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
軍
隊
も
極
め
て
稀
れ
で
あ
ろ
う
①
。
軍
紀
・
風
紀
に
関
す
る
問
題
は
、
創
立
か
ら
解
体
に
至
る
ま
で
日

本
の

軍
隊
に
一
貫
し
て
つ
き
ま
と
い
、
最
後
ま
で
決
し
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
問
題
で
あ
っ
た
、
と
指
摘
し
て
も
決
し
て

過
言
で
は
な
い
。
同
時
に
、
日
本
軍
隊
の
軍
紀
・
風
紀
に
関
す
る
問
題
は
、
日
本
軍
隊
の
性
格
を
見
る
う
え
で
重
要
な
検
討
課
題
で

あ
り
、
ま
た
戦
前
日
本
の
政
治
社
会
の
特
質
を
浮
彫
り
に
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
以
下
、
こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
資
料
の
意
義
を
確

認
す

る
た
め
に
も
、
ま
ず
日
本
軍
隊
の
生
成
・
発
展
・
崩
壊
の
過
程
に
お
い
て
、
軍
当
局
が
行
っ
た
軍
紀
・
風
紀
に
関
す
る
施
策
を

大
雑
把
に

で
も
整
理
し
つ
つ
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
お
き
た
い
。

　

日
本
の
軍
隊
は
創
立
当
初
よ
り
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
そ
の
後
ド
イ
ッ
の
軍
制
を
模
範
と
し
、
近
代
的
軍
隊
と
し
て
の
外
皮
を

ま
と
い
な
が
ら
も
、
そ
の
内
実
は
欧
米
諸
国
の
軍
隊
と
似
て
非
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
編
成
・
装
備
の
面
で
は
近
代
的
軍
隊
と
し
て

の

体
裁

を
整
え
て
い
く
も
の
の
、
兵
士
達
は
各
藩
か
ら
寄
せ
集
め
ら
れ
た
封
建
的
武
力
集
団
で
あ
り
、
後
に
明
治
中
央
政
府
の
直
轄

軍
隊

と
し
て
組
織
さ
れ
た
御
親
兵
や
鎮
台
兵
に
し
て
も
実
態
は
同
様
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
旧
支
配
階
級
に
所
属
し
た
武
士

階
級
出
身
者
で
あ
り
、
日
本
の
軍
隊
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
的
軍
隊
の
よ
う
に
、
市
民
革
命
の
主
体
勢
力
と
な
っ
た
農
民
や
労
働
者

を

中
心
と
す
る
真
の
意
味
で
の
国
民
的
軍
隊
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
創
立
期
の
明
治
軍
隊
が
旧
態
然
と
し
た
封
建
的
秩
序
を
基
軸
と
す
る
旧
武
±
階
級
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
合
理
主
義
や

科
学
主
義
を

不
可
欠

と
し
、
さ
ら
に
個
々
の
兵
士
の
自
発
性
・
積
極
性
を
必
要
と
し
た
近
代
的
軍
隊
へ
の
脱
皮
を
極
め
て
困
難
な
も

」「一



の

に

し
て
い
た
。
そ
の
う
え
、
明
治
初
期
の
軍
隊
は
明
治
中
央
政
府
が
種
々
の
封
建
的
遺
物
を
排
除
す
る
た
め
に
組
織
さ
れ
た
、
一

種
の
雇
い
兵
的
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
兵
士
の
自
発
性
・
積
極
性
を
基
に
し
た
軍
隊
秩
序
の
形
成
は
到
底
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ

た

の

で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
兵
士
を
統
制
し
て
い
く
た
め
に
、
厳
格
な
軍
紀
が
何
に
ま
し
て
も
必
要
と
さ
れ
た
理
由
も
こ
こ
に

あ
っ
た
。

　
そ

の

後
、
明
治
政
府
が
徴
兵
制
の
導
入
（
一
八
七
三
年
）
に
踏
み
切
っ
た
の
は
、
軍
紀
・
風
紀
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
武

士
階
級
出
身
者
を
主
体
と
す
る
軍
隊
に
限
界
を
感
じ
と
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
規
律
や
統
制
あ
る
軍
隊
へ
と
再
編
成
す
る
た

め

に
、
武
士
階
級
出
身
者
に
代
わ
っ
て
農
民
を
主
体
と
す
る
軍
隊
の
再
編
を
試
み
、
こ
れ
に
軍
隊
教
育
を
徹
底
し
て
施
す
こ
と
で
、

新

し
い
近
代
軍
隊
を
創
り
あ
げ
よ
う
と
し
た
。
要
す
る
に
国
民
皆
兵
制
の
採
用
に
よ
り
大
衆
軍
隊
を
組
織
し
、
明
治
政
府
に
反
抗
的

と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
武
士
階
級
出
身
者
の
影
響
力
を
逐
次
排
除
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
徴
兵
制
軍
隊
の
主
軸
と

な
っ
た
農
民
層
は
、
土
地
革
命
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
自
立
し
た
農
民
層
で
は
な
く
、
依
然
と
し
て
封
建
的
束
縛
の
な
か
に
喘
ぐ

人
々
で
あ
っ
た
。
そ
の
彼
ら
に
し
て
み
れ
ば
、
徴
兵
と
は
賦
役
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
近
代
軍
隊
の

兵
士

と
し
て
、
そ
の
職
分
を
自
発
的
・
積
極
的
に
果
た
す
と
も
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
人
々
を
軍
隊
秩
序
の

な
か
に
取
り
込
み
、
言
わ
ば
強
制
動
員
へ
の
不
満
や
反
発
を
押
さ
え
る
た
め
に
は
、
こ
こ
で
も
ま
た
厳
格
な
軍
紀
に
よ
る
服
従
の
強

制
以
外
に
方
法
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
軍
当
局
の
軍
紀
・
風
紀
に
関
す
る
施
策
は
、
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
八
月
、
抗
命
、
結
党
、
上
官
侮
辱
、
暴
行
脅
迫
の
罰
則
規
定

を
記
し
た
「
海
陸
軍
刑
律
」
と
、
次
い
で
翌
年
六
月
に
服
従
と
礼
節
を
説
い
た
「
歩
兵
内
務
書
」
が
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
早
く
も
開

始
さ
れ
る
。
明
治
期
に
お
け
る
軍
紀
・
風
紀
に
関
す
る
も
の
で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
が
、
一
八
七
八
（
明
治
＝
）
年
八
月
に
当
時
陸

軍
卿
で
あ
っ
た
山
県
有
朋
が
公
布
し
た
「
軍
人
訓
戒
」
と
、
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
一
月
に
天
皇
の
名
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
「
軍

人
勅
諭
」
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

「
軍
人
訓
戒
」
は
、
公
布
の
前
年
に
発
生
し
、
明
治
軍
隊
創
設
以
来
最
大
の
軍
隊
反
乱
事
件
で
あ
っ
た
竹
橋
事
件
を
教
訓
と
し
て

出
さ
れ
、
忠
実
、
勇
敢
、
服
従
こ
そ
が
軍
人
精
神
を
維
持
す
る
う
え
で
不
可
欠
な
条
件
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
た
。
ま
た
、
自

由
民
権
運
動
の
軍
隊
内
へ
の
浸
透
を
阻
止
す
る
目
的
で
出
さ
れ
た
「
軍
人
勅
諭
」
は
、
軍
人
が
守
る
べ
き
条
件
と
し
て
、
忠
節
、
礼

ト一



儀
、
武
勇
、
信
儀
、
質
素
の
五
項
目
を
挙
げ
て
い
る
。
な
か
で
も
上
官
の
命
令
を
天
皇
の
命
令
と
認
識
さ
せ
、
天
皇
へ
の
忠
節
と
上

官
へ
の
服
従
を
同
一
視
さ
せ
、
天
皇
の
権
威
を
前
面
に
押
し
出
す
形
で
軍
紀
の
強
化
を
図
ろ
う
と
し
た
。
さ
ら
に
、
「
只
々
一
途
に
己

が
本

分
の
忠
節
を
守
り
義
は
山
嶽
よ
り
も
重
く
死
は
鴻
毛
よ
り
も
軽
し
と
覚
悟
せ
よ
　
其
操
を
破
り
不
覚
を
取
り
汚
名
を
受
く
る
な

か

れ
」
と
す
る
有
名
な
文
面
は
、
軍
人
一
般
へ
の
一
種
の
脅
迫
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
軍
隊
に
不
可
欠
な
自
発
性
は
生
ま
れ
る
は
ず
が

な
か
っ
た
。
天
皇
の
命
令
に
絶
対
服
従
す
る
こ
と
が
個
々
の
兵
士
に
公
然
と
求
め
ら
れ
、
そ
の
こ
と
を
兵
士
の
生
命
の
価
値
よ
り
上

位
に
置
い
た
こ
と
は
、
天
皇
の
軍
隊
に
お
け
る
命
令
と
服
従
の
関
係
の
あ
り
様
を
率
直
に
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
日
本

の

軍
隊
が

精
神
的
側
面
に
お
い
て
も
、
天
皇
の
権
威
の
も
と
に
束
ね
ら
れ
て
い
く
方
向
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
点
で
画
期
的
な
も
の

で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
国
内
治
安
を
第
一
の
任
務
と
す
る
軍
隊
か
ら
、
対
外
戦
争
を
遂
行
す
る
外
征
型
の
軍
隊
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
る
に

従
い
、
軍
紀
・
風
紀
に
関
す
る
施
策
は
一
段
と
強
化
さ
れ
、
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
五
月
、
軍
隊
教
育
を
担
当
す
る
監
軍
（
後
の

教

育
総
監
部
）
が
創
設
さ
れ
て
軍
隊
教
育
を
通
じ
て
の
軍
紀
・
風
紀
へ
の
テ
コ
入
れ
が
本
格
化
す
る
。
そ
こ
で
は
軍
紀
を
、
「
軍
紀
二

因
テ
規
定
サ
ル
ル
事
ヲ
得
以
テ
初
メ
テ
軍
隊
本
然
ノ
用
ヲ
全
フ
ス
ル
ヲ
得
ヘ
シ
」
②
と
し
、
軍
隊
に
お
け
る
軍
紀
の
役
割
を
明
記
し
、

さ
ら
に
軍
紀
違
反
者
は
厳
し
く
罰
す
る
旨
が
盛
り
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
す
で
に
軍
紀
は
、
軍
人
自
ら
自
発
的
か
つ
積
極
的

に

受
容
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
、
天
皇
の
権
威
を
背
景
と
し
て
、
厳
格
な
懲
罰
と
引
き
換
え
に
絶
対
的
に
服
従
す
る
も
の
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
路
線
は
以
後
も
踏
襲
さ
れ
、
兵
士
は
軍
紀
を
忠
実
に
履
行
す
る
存
在
と
さ
れ
、
軍
紀
へ
の
不
満

や
反
発
を

抱
く
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
建
前
が
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
。

翫一

　
軍
隊
内
務
の
励
行

　
日
露
戦
争
を
経
て
、
対
ロ
シ
ア
再
戦
を
も
睨
ん
で
軍
事
力
の
強
化
が
叫
ぼ
れ
る
な
か
で
、
軍
紀
の
引
き
締
め
に
も
一
段
と
拍
車
が

か
か

り
、
軍
紀
を
徹
底
し
て
注
入
す
る
場
と
し
て
兵
営
生
活
に
お
け
る
軍
隊
内
務
の
励
行
が
説
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
一

九
〇

八

（
明
治
四
一
）
年
＝
一
月
に
改
定
さ
れ
た
「
軍
隊
内
務
書
」
に
は
、
「
軍
紀
ハ
軍
隊
成
立
ノ
大
本
ナ
リ
故
二
軍
隊
ハ
必
ズ
常
二
軍

紀
ノ
振
作
ヲ
要
ス
」
と
明
記
さ
れ
、
兵
営
生
活
の
な
か
で
兵
士
達
は
軍
紀
に
よ
っ
て
上
官
の
命
令
に
忠
実
に
従
い
、
戦
う
「
機
械
」



と
し
て
の
教
育
を
施
さ
れ
て
い
く
。
同
時
に
上
か
ら
の
一
方
的
な
服
従
の
強
制
へ
の
反
発
を
考
慮
し
つ
つ
、
一
定
の
枠
内
の
な
か
で

兵
士
の

自
発
性
を
喚
起
す
る
と
い
う
選
択
が
模
索
さ
れ
た
こ
と
も
、
こ
の
時
期
の
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
同
じ
く

「
軍
隊
内
務
書
」
に
明
記
さ
れ
た
「
兵
営
ハ
苦
楽
ヲ
共
ニ
シ
死
生
ヲ
同
ウ
ス
ル
軍
人
ノ
家
庭
」
と
し
、
軍
隊
内
務
に
お
い
て
は
「
和

気
藷
々
ノ
裡
軍
隊
家
庭
ノ
実
ヲ
挙
ク
ル
ヲ
要
ス
」
こ
と
が
肝
要
だ
と
明
記
さ
れ
た
こ
と
か
ら
読
み
取
れ
る
。
所
謂
軍
隊
内
に
お
け
る

家
族
主
義
の
強
調
で
あ
る
。

　
一
九
〇
八
年
の
「
軍
隊
内
務
書
」
改
定
作
業
の
推
進
者
で
あ
っ
た
田
中
義
一
（
当
時
歩
兵
第
三
連
隊
長
、
後
首
相
）
は
、
こ
の
家
族
主

義
に
つ
い
て
講
演
の
な
か
で
、
「
中
隊
は
家
庭
で
あ
る
。
中
隊
長
と
部
下
と
を
親
子
の
関
係
に
結
び
付
け
、
古
い
軍
人
と
新
し
い
軍
人

と
に
兄
弟
の
如
き
関
係
を
持
た
せ
る
こ
と
の
必
要
を
絶
叫
し
て
遂
に
目
的
を
達
し
、
中
隊
は
軍
隊
内
の
一
家
庭
と
い
う
こ
と
に
な
っ

た
」
③
と
発
言
し
て
い
る
。
田
中
は
ロ
シ
ア
軍
敗
北
の
教
訓
の
な
か
か
ら
、
厳
格
で
絶
対
的
な
軍
紀
と
懲
罰
だ
け
で
軍
隊
に
お
け
る
支

配
－
服
従
と
い
う
関
係
を
維
持
強
化
し
、
兵
士
の
上
官
へ
の
忠
誠
心
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
限
界
が
あ
る
と
の
認
識
を
抱
く

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
家
族
関
係
の
支
配
－
服
従
の
構
図
を
軍
隊
内
に
持
ち
込
み
、
軍
隊
内
に
お
け
る
赤
裸
々
な
強
権
性
・

暴
力
性
を
偽
装
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
兵
士
の
軍
隊
内
に
お
け
る
不
満
や
反
発
を
吸
収
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

軍
隊
家
庭
主
義
の

導
入
に
よ
る
偽
装
化
に
よ
っ
て
も
、
本
質
的
に
は
何
ら
変
化
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
天
皇
制
国
家
の
支
配
イ
デ

オ

ロ

ギ

ー
と
し
て
の
家
族
国
家
観
の
軍
隊
内
へ
の
導
入
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
上
官
の
存
在
が
絶
対
化
さ
れ
、
「
愛
の
鞭
」
の
名

の

も
と
に
私
的
制
裁
（
リ
ン
チ
）
が
軍
隊
内
で
横
行
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　
そ

れ

よ
り
も
、
こ
の
「
軍
隊
内
務
書
」
の
狙
い
を
明
瞭
に
要
約
し
て
い
る
の
が
、
『
僧
行
社
記
事
』
（
第
三
八
七
号
、
一
九
〇
九
年
）
に

発
表
さ
れ
た
「
軍
隊
内
務
書
改
定
理
由
書
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
一
九
〇
八
年
の
「
軍
隊
内
務
書
」
は
、
要
す
る
に
全
軍
画
一
主

義
の
採
用
、
精
神
教
育
の
重
視
、
軍
紀
・
風
紀
の
振
張
、
の
三
点
に
要
約
さ
れ
る
と
し
た
。
全
軍
画
一
主
義
の
採
用
は
、
能
率
よ
く
機

動

し
、
命
令
へ
の
非
自
立
的
服
従
を
励
行
す
る
兵
士
の
育
成
を
目
指
す
軍
隊
内
務
の
必
要
性
を
説
い
た
も
の
で
あ
り
、
精
神
教
育
の

重
視
は
、
日
本
の
軍
需
生
産
能
力
水
準
の
低
位
性
を
予
測
し
た
う
え
で
、
装
備
の
劣
弱
さ
を
補
完
す
る
た
め
に
兵
士
の
精
神
力
強
化

を

強
調
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
軍
紀
・
風
紀
の
振
張
は
、
日
露
戦
後
に
お
け
る
労
働
運
動
や
社
会
主
義
運
動
の
軍
隊
内
へ

の

影
響
を

阻
止
す

る
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
④
。
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軍
隊
教
育
と
軍
隊
内
務
を
通
じ
て
軍
紀
の
徹
底
と
風
紀
の
維
持
は
、
大
正
・
昭
和
と
続
く
時
代
に
お
い
て
も
主
要
な
課
題
で
あ
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
シ
ベ
リ
ア
干
渉
戦
争
と
い
う
名
分
な
き
侵
略
戦
争
に
動
員
さ
れ
た
兵
士
達
の
軍
紀
の
頽
廃
が
顕
在
化
す
る
に

及

び
、
軍
紀
へ
の
見
直
し
が
再
度
軍
当
局
の
緊
急
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
同
時
に
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
運
動
の
影
響
が
兵
士
達
に
も

出
は
じ
め
て
お
り
、
兵
士
の
な
か
に
は
絶
対
的
な
服
従
の
強
制
や
、
人
間
性
を
一
切
許
容
し
な
い
軍
隊
組
織
へ
の
不
満
・
反
発
を
公

然
と
表
明
す
る
者
も
現
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
改
定
の
「
軍
隊
内
務
書
」
で
は
、
兵
士
の

「
自
覚
」
に
基
づ
く
軍
紀
の
重
要
性
へ
の
認
識
と
服
従
の
積
極
的
受
容
と
い
う
狙
い
か
ら
、
軍
隊
内
務
の
緩
和
や
簡
略
化
を
断
行
す

る
処
置
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
二
〇
年
代
前
後
か
ら
開
始
さ
れ
た
中
国
・
朝
鮮
に
お
け
る
反
日
本
帝
国
主
義
の
動
き

が

顕
在
化
す

る
に
つ
れ
、
早
急
に
軍
隊
立
直
し
の
観
点
か
ら
、
再
び
兵
士
の
管
理
・
統
制
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ

の

象
徴
的
な
事
例
と
し
て
、
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
改
正
の
「
軍
隊
内
務
書
」
に
は
、
「
欧
州
大
戦
後
酒
々
ト
シ
テ
風
靡
セ
ル

誤
レ
ル
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
的
思
想
ハ
軍
紀
ヲ
振
作
シ
軍
ノ
団
結
ヲ
完
フ
ス
ル
所
以
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ノ
、
・
・
ナ
ラ
ズ
特
二
皇
軍
意
識
ノ
徹

底
ヲ
害
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
」
と
記
し
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
状
況
の
軍
隊
へ
の
影
響
に
対
す
る
危
機
感
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
こ
れ
が

軍
隊
の
団
結
を
崩
壊
さ
せ
る
原
因
と
な
る
と
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
運
動
へ
の
敵
対
感
を
赤
裸
々
に
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
対
抗
す

る
意
味
で
皇
軍
意
識
の
昂
揚
を
図
り
、
軍
紀
の
強
化
維
持
に
奔
走
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
⑤
。
し
か
し
、
皇
軍
意
識
の
昂
揚
に

よ
る
軍
紀
の
引
き
締
め
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
所
詮
皇
軍
兵
士
達
を
規
則
に
よ
っ
て
管
理
・
統
制
し
よ
う
と
し
た
に
過
ぎ
ず
、
兵
士

の

自
発
的
な
忠
誠
心
を
引
き
出
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
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日
中
戦
争
下
の
軍
紀
・
風
紀

　
日
中
全
面
戦
争
の
開
始
に
と
も
な
う
兵
士
の
大
量
召
集
と
戦
場
へ
の
大
量
動
員
は
、
軍
隊
内
に
お
け
る
統
制
・
秩
序
維
持
を
よ
り

困
難
と
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
当
然
の
ご
と
く
軍
紀
・
風
紀
の
維
持
が
困
難
と
な
る
状
況
の
な
か
で
、
中
国
軍
の
果

敢

な
攻
勢
の
前
に
日
本
軍
兵
士
の
甚
大
な
犠
牲
と
、
戦
線
膠
着
に
よ
る
長
期
戦
化
を
原
因
と
し
た
兵
士
達
の
厭
戦
気
分
と
に
よ
り
、

軍
紀
の
混
乱
は
一
層
顕
著
と
な
っ
て
い
た
。
南
京
虐
殺
事
件
（
一
九
三
七
年
一
二
月
）
に
代
表
さ
れ
る
日
本
軍
に
よ
る
中
国
人
大
量
虐

殺
事
件
の
発
生
の
背
景
に
は
、
厳
格
な
軍
紀
に
よ
っ
て
出
口
を
ふ
さ
が
れ
た
兵
士
の
不
満
・
反
発
の
蓄
積
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。



同
事
件
に
お
け
る
兵
士
達
の
残
虐
行
為
は
、
日
本
軍
隊
が
当
初
か
ら
内
在
さ
せ
て
き
た
矛
盾
の
爆
発
で
あ
り
、
人
間
性
を
一
切
認
め

ず
、
厳
し
い
懲
罰
を
背
景
に
服
従
の
強
制
を
求
め
る
軍
紀
の
限
界
と
崩
壊
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
日
中
全
面
戦
争
で
従
来
に
類
例
を
み
な
い
大
量
の
兵
力
動
員
は
、
現
役
兵
の
比
率
を
低
下
さ
せ
、
予
備
役
や
後
備
役

の

比
率
を
高
め
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
軍
隊
内
に
お
け
る
服
従
の
徹
底
と
い
う
習
性
を
充
分
に
会
得
し
て
い
な
い
予
備
役
や
後
備

役
の
存
在
が
、
軍
紀
の
混
乱
の
主
要
な
原
因
と
な
っ
て
い
く
。
軍
紀
犯
の
内
容
は
、
対
上
官
暴
行
、
抗
命
、
多
衆
暴
行
脅
迫
、
勤
務

離
脱
、
逃
亡
、
従
軍
免
奪
な
ど
の
種
類
に
分
類
さ
れ
る
が
、
因
み
に
、
一
九
四
二
年
か
ら
一
九
四
四
年
の
三
年
間
に
お
け
る
軍
法
会

議
で
の
処
刑
数
は
、
各
種
軍
紀
犯
の
合
計
で
、
順
に
七
〇
四
四
件
、
七
二
一
五
件
、
七
九
九
四
件
と
年
々
増
加
の
傾
向
を
示
し
、
主

な
軍
紀
違
反
別
で
見
て
も
対
上
官
犯
が
三
六
〇
件
、
四
二
一
件
、
四
二
〇
件
、
逃
亡
犯
が
八
三
九
件
、
八
九
五
件
、
一
一
〇
八
件
と

い
う
件
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
⑥
。

　
そ

う
し
た
な
か
で
、
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
一
〇
月
一
五
日
、
中
国
湖
北
省
広
水
鎮
に
駐
屯
す
る
輻
重
兵
第
三
連
隊
第
一
中
隊

の

下
士
官
兵
七
名
が
、
将
校
団
へ
の
暴
力
行
為
を
引
き
起
こ
し
た
事
件
（
広
水
鎮
事
件
）
や
、
同
年
一
二
月
二
七
日
、
山
東
省
館
陶
県

に

駐
屯
す

る
独
立
歩
兵
第
四
二
大
隊
第
五
中
隊
の
兵
士
六
名
が
将
校
団
を
襲
撃
、
中
隊
長
ら
の
幹
部
が
兵
営
を
脱
走
す
る
と
い
う
事

件

（
館
陶
事
件
）
に
代
表
さ
れ
る
兵
士
の
上
官
暴
行
と
い
う
、
軍
隊
内
規
律
の
な
か
で
最
も
重
大
な
規
律
違
反
事
件
が
頻
発
す
る
に

至
っ
て
い
る
。
南
京
事
件
に
象
徴
さ
れ
る
他
民
族
へ
の
残
虐
な
行
為
や
、
対
上
官
暴
行
な
ど
の
規
律
違
反
な
ど
は
、
大
義
名
分
な
き

戦
争
へ
の
兵
±
の
心
理
的
不
安
や
苦
渋
の
表
現
で
も
あ
っ
た
。
厳
格
な
軍
紀
の
強
制
は
、
兵
士
の
人
間
性
を
剥
ぐ
結
果
と
な
っ
て
お

り
、
そ
れ
が
非
人
間
的
行
為
へ
と
走
ら
せ
る
原
因
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
中
戦
争
の
膠
着
化
と
太
平
洋
戦
争
末
期

に
お
け

る
絶
望
的
な
戦
況
の
な
か
で
、
指
揮
統
率
の
混
乱
と
弾
薬
・
食
料
の
欠
乏
あ
る
い
は
途
絶
と
い
う
状
況
は
、
天
皇
制
軍
隊
が

抱

え
て
き
た
矛
盾
を
一
挙
に
露
呈
さ
せ
、
そ
の
内
部
か
ら
軍
紀
崩
壊
の
危
機
を
迎
え
る
。
そ
の
事
例
が
、
出
先
軍
隊
の
随
所
で
露
見

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
敗
戦
を

翌
年
に
控
え
た
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
の
「
軍
隊
内
務
令
」
に
は
、
「
三
、
兵
営
ハ
軍
ノ
本
義
二
基
キ
死
生
ヲ
共
ニ
ス
ル

軍
人

ノ
家
庭
ニ
シ
テ
兵
営
生
活
ノ
要
ハ
起
居
ノ
問
軍
人
精
神
ヲ
酒
養
シ
軍
紀
二
憤
然
セ
シ
メ
輩
固
ナ
ル
団
結
ヲ
完
成
ス
ル
在
リ
」
と

し
、
軍
の
団
結
の
要
と
し
て
の
軍
人
精
神
の
「
滴
養
」
と
軍
紀
の
「
憤
然
」
を
明
記
し
、
さ
ら
に
「
五
、
軍
紀
ハ
軍
隊
ノ
命
脈
ナ
リ
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故
二
軍
隊
ハ
常
二
軍
紀
ヲ
振
作
ス
ル
ヲ
要
ス
時
ト
所
ト
ヲ
論
ゼ
ズ
上
下
斉
シ
ク
軍
ノ
本
義
ヲ
体
シ
熟
誠
以
テ
軍
務
二
努
力
シ
命
令
必

ズ

行
ハ
ル
是
ヲ
軍
紀
振
作
ノ
実
証
ト
為
ス
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
軍
紀
の
維
持
・
強
化
が
軍
隊
存
立
の
最
大
の
要
素
で
あ
る
こ
と
を

明
記
す
る
背
景
に
は
、
日
中
全
面
戦
争
下
に
よ
る
軍
紀
の
崩
壊
が
す
で
に
相
当
深
刻
化
し
、
改
め
て
繰
り
返
す
必
要
の
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
二
月
の
「
歩
兵
操
典
」
に
記
さ
れ
た
「
第
四
、
軍
紀
ハ
軍
隊
ノ
命
ナ

リ
…
…
軍
紀
ニ
シ
テ
其
ノ
弛
張
ハ
実
二
軍
ノ
運
命
ヲ
左
右
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
而
シ
テ
軍
紀
ノ
要
素
ハ
服
従
二
在
リ
」
と
す
る
文
面
に
も

表
れ
て

い
る
。

　
さ
て
、
明
治
期
以
来
の
日
本
軍
隊
の
軍
紀
・
風
紀
を
め
ぐ
る
問
題
の
素
描
を
試
み
た
が
、
本
書
に
収
め
ら
れ
た
『
軍
紀
・
風
紀
に

関
す
る
資
料
』
は
（
こ
れ
ま
で
日
本
軍
隊
が
軍
紀
・
風
紀
を
ど
れ
ほ
ど
重
要
視
し
且
つ
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
た
か
を
、
軍
当
局

自
ら
の
調
査
に
基
づ
く
具
体
的
な
数
字
、
統
計
、
資
料
に
よ
っ
て
詳
細
に
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
い
ず
れ
も
日

中
戦
争
期
（
一
九
四
〇
～
一
九
四
三
年
）
に
軍
当
局
が
各
部
隊
に
通
達
し
た
も
の
だ
が
、
以
下
、
要
点
を
簡
単
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
陸
軍
省
副
官
川
原
直
一
の
名
で
陸
軍
の
各
部
隊
に
通
牒
さ
れ
た
資
料
1
「
支
那
事
変
ノ
経
験
ヨ
リ
観
タ
ル
軍
紀
振
作
対
策
」
（
昭
和

一
五
年
九
月
一
九
日
・
陸
密
第
一
九
五
五
号
）
は
、
記
述
し
た
よ
う
に
日
中
戦
争
に
お
け
る
軍
紀
の
崩
壊
の
事
実
を
教
訓
に
、
そ
の
見
直

し
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
軍
紀
違
反
の
原
因
・
背
景
を
分
析
し
、
軍
紀
違
反
の
実
態
を
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

軍
当
局
は
日
中
戦
争
期
に
お
け
る
軍
紀
違
反
が
多
発
し
て
い
る
現
状
を
認
め
つ
つ
、
そ
れ
が
「
軍
ノ
威
信
ヲ
失
墜
シ
延
イ
テ
ハ
聖
戦

二

対
ス
ル
内
外
嫌
悪
反
感
ヲ
招
来
シ
治
安
工
作
ヲ
害
シ
国
際
関
係
二
悪
影
響
ヲ
及
ホ
シ
聖
戦
目
的
ノ
達
成
ヲ
困
難
ナ
ラ
シ
メ
ア
ル
」

と
い
う
認
識
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
資
料
で
見
る
限
り
、
軍
当
局
が
中
国
戦
線
で
の
上
官
暴
行
脅
迫
、
上
官
侮
辱
な
ど
の
多
発

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
軍
紀
・
風
紀
の
崩
壊
状
況
を
相
当
程
度
深
刻
に
受
け
と
め
た
う
え
で
、
そ
の
立
直
し
に
躍
起
に
な
っ
て
い
る

様
子
を

詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
同
時
に
こ
こ
に
は
飲
酒
に
よ
り
欝
積
し
た
不
満
の
爆
発
と
い
う
形
を
と
っ
て
軍
紀
違
反
が
生
起
す
る
こ
と
、
既
述
し
た
よ
う
に
予

備
役
や
後
備
役
、
あ
る
い
は
警
備
や
後
方
勤
務
者
、
さ
ら
に
帰
還
軍
人
な
ど
に
軍
紀
違
反
者
が
多
い
と
し
た
。
要
す
る
に
、
軍
隊
内

教
育
に
よ
る
軍
紀
・
風
紀
の
徹
底
が
不
充
分
で
、
か
つ
短
期
間
に
厳
格
な
軍
紀
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
へ
の
反
発
と
、
戦
場
に
お
け
る

恐
怖
心

な
ど
が
重
な
っ
た
軍
人
・
軍
属
に
特
に
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
事
実
が
、
こ
の
資
料
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
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因
に
同
資
料
に
よ
れ
ば
、
日
中
全
面
戦
争
開
始
後
の
二
年
間
（
一
九
三
七
～
一
九
三
八
年
）
に
発
生
し
た
予
備
役
の
軍
紀
違
反
者
が

四

六
三
人
、
後
備
役
が
六
一
四
人
、
補
充
兵
役
が
二
八
五
人
の
合
計
＝
二
六
二
人
と
い
う
数
字
は
、
同
期
間
に
お
け
る
現
役
の
違
反

者
数
三
一
二
人
の
四
倍
強
で
あ
り
、
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
時
に
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
軍
紀
違
反
を
防
止
す

る
手
段
と
し
て
、
相
変
わ
ら
ず
幹
部
教
育
の
徹
底
、
服
従
観
念
の
透
徹
、
部
下
の
教
導
薫
化
、
賞
罰
行
使
の
厳
正
、
軍
隊
内
務
の
刷

新
、
人
事
の
公
正
な
ど
を
指
示
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
が
結
局
は
ほ
と
ん
ど
効
を
奏
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
既
述
し
た
如
く
一

九
四

二
年
か
ら
敗
戦
に
至
る
ま
で
の
軍
法
会
議
に
お
け
る
処
刑
者
数
の
事
実
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

　
軍
紀
違
反
者
の

多
く
を
占
め
た
兵
種
の
な
か
に
警
備
や
後
方
勤
務
者
が
い
た
こ
と
は
、
こ
の
資
料
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
同

じ
く
陸
軍
省
副
官
川
原
直
一
の
名
で
陸
軍
の
各
部
隊
に
通
牒
さ
れ
た
資
料
2
「
衛
兵
等
警
戒
勤
務
者
ノ
勤
務
憺
怠
二
基
ク
犯
罪
状

況
」
（
昭
和
一
七
年
九
月
二
三
日
・
陸
密
第
二
七
九
七
号
）
は
、
風
紀
衛
兵
、
衛
戌
衛
兵
、
防
空
監
視
な
ど
警
戒
勤
務
者
が
犯
し
た
軍
紀
違

反
例
の
詳
細
な
記
録
報
告
書
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
勤
務
離
脱
や
哨
令
違
反
、
軍
機
保
護
法
違
反
な
ど
を
指
す
辱
職
、
あ
る
い
は
欺
哨

兵
哨
所
通
過
や
隊
外
へ
の
物
件
搬
出
な
ど
、
犯
行
の
態
様
別
に
分
類
し
つ
つ
、
事
件
例
の
詳
細
な
記
録
書
と
な
っ
て
い
る
。
改
め
て

軍
紀
の
不
徹
底
振
り
と
、
各
種
の
軍
紀
違
反
が
後
方
で
頻
発
し
て
い
た
実
態
が
浮
彫
り
と
な
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
事
実
が
出
征
部

隊
に
お
い
て
も
相
当
数
存
在
し
た
こ
と
を
窺
い
知
れ
る
。

　
こ
の
資
料
と
同
様
に
陸
軍
省
副
官
川
原
直
一
の
名
で
陸
軍
の
各
部
隊
に
通
牒
さ
れ
た
資
料
3
「
軍
紀
風
紀
等
二
関
ス
ル
情
報
（
第

六
号
）
」
（
昭
和
」
七
年
一
二
月
一
九
日
・
陸
密
第
三
八
三
一
二
号
）
は
、
「
大
東
亜
戦
後
二
於
ケ
ル
対
上
官
犯
ノ
状
況
」
「
支
那
事
変
以
来
ノ

軍
内
共
産
主
義
運
動
並
二
奔
敵
ノ
状
況
」
「
軍
民
離
間
ノ
誘
因
ト
ナ
ル
ベ
キ
軍
ノ
要
自
粛
事
象
」
「
幹
部
ノ
服
務
不
熱
心
二
因
ス
ル
犯

罪
非
行
特
殊
事
例
」
の
四
部
か
ら
成
り
、
太
平
洋
戦
争
中
に
お
け
る
日
本
陸
軍
の
軍
紀
・
風
紀
の
実
態
を
知
る
う
え
で
は
、
現
在
ま

で
に

発
掘
さ
れ
た
関
連
資
料
の
な
か
で
最
も
資
料
的
価
値
の
高
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
軍
紀
風
紀
等
に
関
す
る
情
報
（
第
六

号
）
」
は
、
戦
時
中
に
米
軍
が
何
ら
か
の
方
法
に
よ
っ
て
入
手
し
、
対
日
作
戦
遂
行
の
参
考
に
利
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
戦
後
ア
メ
リ
ヵ
国
立
公
文
書
館
に
保
管
さ
れ
て
い
た
英
訳
版
を
、
先
に
藤
原
彰
編
集
．
解
説
『
資
料
日
本
現
代
史
1
　
軍
隊
内

の

反
戦
運
動
』
（
大
月
書
店
、
一
九
八
〇
年
）
に
、
「
大
東
亜
戦
後
二
於
ケ
ル
対
上
官
犯
ノ
状
況
」
「
支
那
事
変
以
来
ノ
軍
内
共
産
主
義
運

動
並
二
奔
敵
ノ
状
況
」
の
ふ
た
つ
の
資
料
に
限
り
、
纐
纈
と
三
浦
陽
一
（
現
岐
阜
大
学
助
教
授
）
が
英
文
か
ら
反
訳
し
た
も
の
を
収
め

ト［



た

こ
と
が
あ
る
。
今
回
の
資
料
は
、
そ
の
後
防
衛
庁
防
衛
研
究
所
戦
史
室
で
発
見
さ
れ
た
原
資
料
で
あ
る
。

　

「
大
東
亜
戦
後
二
於
ケ
ル
対
上
官
犯
ノ
状
況
」
は
、
軍
紀
違
反
の
な
か
で
も
最
も
重
罪
と
さ
れ
た
抗
命
、
上
官
暴
行
脅
迫
、
上
官

殺
傷
、
上
官
侮
辱
な
ど
か
ら
成
る
対
上
官
犯
の
実
数
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
「
軍
人
勅
諭
」
に
示
さ
れ
た
よ

う
に
、
日
本
の
軍
隊
に
お
け
る
上
官
の
命
令
は
、
天
皇
の
命
令
そ
の
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
こ
の
命
令
－
服
従
の
関
係
基
軸
が
日

本
軍
隊
を
成
立
さ
せ
る
最
大
の
条
件
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
上
官
の
命
令
に
背
く
者
は
天
皇
へ
の
反
逆
者
で
あ
り
、
天
皇
へ
の

忠
誠

を
拒
否
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
上
官
犯
の
存
在
自
体
は
、
天
皇
の
軍
隊
と
し
て
の
成
立
条
件
を
、
そ
の
根
底
か
ら

突
き
崩
す
も
の
と
し
て
最
も
当
局
を
警
戒
さ
せ
、
あ
る
い
は
脅
威
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

同
様
に
軍
隊
内
に
お
け
る
共
産
主
義
運
動
の
浸
透
と
い
う
事
実
を
軍
当
局
が
認
め
た
「
支
那
事
変
以
来
ノ
軍
内
共
産
主
義
運
動
並

二
奔
敵
ノ
状
況
」
は
、
厳
格
な
軍
紀
の
存
在
ゆ
え
に
服
従
を
強
制
さ
れ
、
大
方
の
兵
士
が
服
従
に
従
順
に
従
う
状
況
の
な
か
で
、
本

来
抵
抗
心
を
剥
奪
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
兵
土
達
に
と
っ
て
、
軍
隊
内
に
お
け
る
反
戦
・
反
軍
運
動
に
関
わ
る
と
い
う
素
地
は
少
な
い

は
ず
で

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
第
一
次
世
界
大
戦
以
降
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
状
況
の
な
か
で
軍
隊
内
部
に
も
非
戦
・
反
戦
運
動

の

影
響
が
及
び
始
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
確
か
に
軍
隊
内
に
お
け
る
反
戦
運
動
が
、
一
般
社
会
と
隔
離
さ
れ
、
厳
格
な
軍
紀
と

懲
罰
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
た
条
件
の
な
か
で
、
困
難
を
極
め
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、

軍
当
局
が
認
め
ざ
る
得
な
い
よ
う
な
歴
然
と
し
た
反
戦
運
動
や
共
産
主
義
運
動
が
存
在
し
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う

⑦
。
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
資
料
は
、
特
に
『
資
料
日
本
現
代
史
1
　
軍
隊
内
の
反
戦
運
動
』
に
収
め
ら
れ
た
資
料
群
と
併
せ
て
読
む
と
、

そ

の

実
態
を
よ
り
一
層
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
軍
当
局
の
共
産
主
義
運
動
へ
の
警
戒
感
は
、
同
じ
く
「
軍
民
離
間
ノ
誘
因
ト
ナ
ル
ベ
キ
軍
ノ
要
自
粛
事
象
」
に
も
露
見
さ
れ
る
。

例
え
ぼ
、
戦
争
の
長
期
化
に
よ
る
生
活
物
資
の
逼
迫
と
い
う
状
況
を
背
景
に
、
「
敵
国
ノ
思
想
謀
略
並
「
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
」
及
至
国
内

共
産
分
子
ノ
思
想
策
動
ハ
更
二
活
発
化
シ
、
巧
ミ
ニ
叙
上
ノ
如
キ
事
象
ヲ
促
ヘ
テ
軍
民
離
間
ヲ
策
ス
ル
ハ
想
像
二
難
カ
ラ
ズ
」
と
い

う
指
摘
に
遺
憾
な
く
表
れ
て
い
る
。
　
「
幹
部
ノ
服
務
不
熱
心
一
一
因
ス
ル
犯
罪
非
行
特
殊
事
例
」
を
も
含
め
、
こ
こ
に
は
軍
当
局
が
、

太
平
洋
戦
争
開
始
後
す
で
に
相
当
程
度
進
行
し
て
い
た
軍
隊
規
律
の
弛
緩
と
い
う
実
態
が
浮
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
陸
軍
省
副
菅
井

斌
磨
の
名
に
よ
り
陸
軍
各
部
隊
に
通
牒
さ
れ
た
資
料
4
「
自
昭
和
一
七
年
一
月
至
昭
和
一
七
年
一
一
一
月
　
陸
軍
秘
密
書
類
ノ
事
故
二

ト一



関
ス
ル
原
因
調
」
（
昭
和
一
八
年
六
月
二
四
日
・
陸
密
第
二
一
〇
三
号
）
に
し
て
も
、
戦
闘
に
よ
る
焼
却
、
海
没
は
別
と
し
て
も
、
誤
焼
、

紛
失
に

い
た

っ

て

は
、
秘
密
書
類
の
杜
撰
な
管
理
態
勢
が
随
所
に
露
見
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
軍
隊
内
部
に
お
け
る
組
織
の
統
制
に
ヒ
ビ

が

入

り
始
め
て
い
た
こ
と
を
充
分
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
資
料
は
日
本
軍
隊
が
侵
略
戦
争
を
遂
行
す
る
過
程
で
、
実
は
そ
の
内
部
で
様
々
な
形
態
を
と
り
つ
つ
内
部
崩
壊
の
度
を
強

め
て

い
た

こ
と
を
具
体
的
に
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
群
と
言
え
よ
う
。
日
本
軍
隊
の
軍
紀
・
風
紀
に
関
す
る
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
指

摘
や
分
析

を
裏
付
け
る
意
味
で
も
、
そ
し
て
こ
れ
を
参
考
に
新
た
な
日
本
軍
隊
論
を
展
開
し
て
い
く
意
味
で
も
、
こ
れ
ら
の
新
資
料

が
有
効
に
利
用

さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

［註
］

①
　
藤
原
彰
「
軍
紀
と
服
従
」
（
『
天
皇
制
と
軍
隊
』
一
九
七
八
年
、
所
収
）
お
よ
び
吉
田
裕
・
纐
纈
厚
「
日
本
軍
の
作
戦
・
戦
闘
・
補
給
」
の

　
　
「
2
戦
術
と
軍
紀
の
特
質
」
（
藤
原
彰
・
今
井
清
一
編
集
『
十
五
年
戦
争
史
3
　
太
平
洋
戦
争
』
一
九
八
九
年
）
を
参
照
。

②
　
前
掲

「
軍
紀
と
服
従
」
、
八
六
頁
。

③
　
田
中
義
一
「
国
家
総
動
員
の
要
素
と
軍
事
訓
練
の
意
義
」
（
辻
村
楠
造
監
修
『
国
家
総
動
員
の
意
義
』
一
九
二
六
年
、
二
四
八
頁
）
。

④
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
藤
原
論
文
お
よ
び
拙
著
『
近
代
日
本
の
政
軍
関
係
』
（
一
九
八
七
年
）
の
第
二
章
「
軍
隊
改
革
と
国
民
基
盤
の
形

　

成
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑤

大
正
期
か

ら
昭
和
期
に
か
け
て
の
軍
紀
の
内
容
の
変
遷
と
「
軍
隊
内
務
書
」
の
性
格
づ
け
に
つ
い
て
は
、
吉
田
裕
『
天
皇
の
軍
隊
と
南
京
事

　
件
』
（
」
九
八
五
年
）
の
第
三
章
第
五
節
「
歴
史
の
な
か
の
兵
士
た
ち
」
を
参
照
。

⑥

大
江
志
乃
夫

『
徴
兵
制
』
一
九
八
一
年
、
一
五
六
頁
、
参
照
。

⑦

戦
前
期
に
お
け
る
日
本
軍
隊
の
反
戦
運
動
、
共
産
主
義
運
動
に
つ
い
て
は
、
藤
原
彰
編
集
・
解
説
『
資
料
日
本
現
代
史
1
軍
隊
内
の
反
戦

　

運
動
』
（
一
九
八
〇
年
）
の
「
解
説
」
を
参
照
。

卜刊


